
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

新
た
な
公
益
信
託
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
公
益
法
人
等
に
係
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
住
所
の
特
例
に
つ
い

て
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
の
二
の
三
関
係
）

二

事
業
税

１

払
込
資
本
の
額
に
つ
い
て
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
と
一
定
の
金
額
と
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条

の
二
関
係
）

２

特
定
法
人
と
な
る
相
互
会
社
に
準
ず
る
も
の
を
外
国
相
互
会
社
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
の
三
関
係
）

３

特
定
法
人
と
の
間
に
当
該
特
定
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
等
の
払
込
資
本
の
額
の
算
定
に
お
い
て
一

定
の
配
当
等
に
よ
り
減
少
し
た
払
込
資
本
の
額
を
加
算
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
十
条
の
四

、
第
十
条
の
五
関
係
）

４

地
方
税
法
附
則
第
八
条
の
三
の
四
第
一
項
の
対
象
法
人
等
を
一
定
期
間
に
限
り
同
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一



号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
つ
い
て
、
申
告
書
に
同
法
附
則
第
八
条
の
三
の
四
第

一
項
の
対
象
法
人
等
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

三

地
方
消
費
税

新
た
な
公
益
信
託
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
公
益
信
託
の
受
託
者
の
義
務
の
承
継
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
た
め
の
必

要
な
読
替
え
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
三
十
五
条
の
七
の
三
関
係
）

第
二

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
三
の
改
正
は
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
改
正
は
公
益
信
託
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


